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平成 7年 3月に日本ミュージアム・マネージメン
ト学会（JMMA）が創設されて、はや10年目に入り
ました。創設当時からみると博物館を取り巻く環境
は大きく変化し、マネージメントの視点を欠いた博
物館の変革は考えられないことが多くの関係者の共
通認識になってきているといえましょう。本学会は
いち早く博物館におけるマネージメントの重要性に
注目し、 7つの研究部会を設置して実践活動を踏ま
えつつ、地道な研究活動を続けて参りました。その
成果は会報や研究紀要に発表されたり、年大会での
研究協議等を通じてより深められ、積み重ねられて
きました。しかし、本学会活動のさらなる発展を図
る観点から、予算や時間的制約などのために研究部
会では取り上げにくいものや、会員個々の実践、又
は研究活動を支援するため、特定のテーマについて
集中的に研究・協議する場を設定することの必要性
が提案され、2001年から「特別事業」としてJMMA
と文化環境研究所の共催により実施して参りました。
第 1回のフランス文化省博物館監察官イザベル・バ
ルザモ氏、第 2回のイギリスのレスター大学博物館
学部アイリーン・フーパー・グリーンヒル教授に続
いて、今回はオランダのラインワルト・アカデミー
教授ピーター･ファン・メンシュ氏をお招きし、ミュ
ージアム・マネージメントに関わる国際的な動向を
うかがったり、意見交換をする機会をつくるととも
に、特定テーマについて会員による事例発表やシン
ポジウムを開催したのもそうした理由によるもので
あります。
このたびの第 3回（平成15年12月 7 日）の特別事
業は、本学会が創立10周年を機に学会の将来の活動
方向を各方面から検討し、学術研究団体としての基
盤を確立するなど、さらなる発展を期するために平
成14年に立ち上げた「学会将来構想検討委員会」の
中間報告や、10周年記念事業の一環として進めてい
る「ミュージアム・マネジメント事典」編集企画の
中で提起されている「ミュージアム・マネージメン
ト学の確立」「会員に提供すべきサービスの内容」等
を検討する議論と極めて深くかかわるものだけに、
参加者の関心も大きかったように思います。
本来ミュージアム・マネージメント学は、社会的
存在としての博物館活動のよりよい実現、より効果
的な博物館経営の改善に結びつくことを目的とする
学問であり、利用者の視点に立って博物館運営を考

え、時代に即したものにしていくことが本学会に一
層求められていると考えております。
今回の特別事業は「21世紀型ミュージアム・マネ

ージメントの創造」をテーマとしたフォーラムであ
りましたが、メンシュ教授の基調講演において、い
くつか注目すべき指摘がありました。とくに私は「組
織の変化」について言及された点に強い関心を持ち
ました。つまり博物館が、いまコレクションベース
ではなく、機能ベースの組織になってきているとい
う点です。オランダでは、職員の80％までがキュレ
ーター以外のニュープロフェッショナルといわれる
専門職（プロフェッション）がみられるという指摘
であります。キュレーターとともに、エデュケータ
ー、アーティスト、レジストラー、展示デザイナー、
ドキュメンタリスト、保存技術者、舞台設計専門家、
キャプションを書く人などの専門家が必要であり、
その博物館のミッションを達成する観点から多様な
異なる専門知識をもつ人々によるプロジェクト組織
をつくり、クリエーティブで効果的な力を発揮する
ようにすることが大切だという考え方は共感できる
ものでした。キュレーターが博物館活動のすべてで
はありえないことであり、様々な異なった専門家を
養成していくことはこれからのミュージアムの課題
であることは間違いありません。
もう一つは、テーマパークのような施設が増えて

きて博物館ビジターが増加していないレジャー活動
の枠組みの中で、ミュージアムの新しい位置づけが
必要であり、ビジターにいかなるものを提供してい
くか、そしてミュージアムのユニーク性は何かを考
えていくことが必要だという、格別新しい意見では
ないようにみえて、しかし重要な発言であったと思
います。それに関してエコノミー、エクスペアリア
ンス、実物の提供とそのためのファシリティ（施設）
の開発の必要性を説いておられたことは深く考えて
みる必要があるようです。
午後に行われたパネルディスカッションは、“コミ
ュニケーション”をめぐってその役割や技法、プロ
フェッショナリズム、高度情報化社会などとの関連
について、コーディネーターのもと 5人のパネラー
が貴重な議論を展開されましたし、会場の参加者か
らの質問や意見も積極的に出され、充実した時間を
過ごすとができたのではないかと考えます。
ここでも博物館のプロフェッショナルの問題が強

調されたように思います。博物館のサービス、コミ
ュニケーション、エデュケーションにはアーティス
ト、キュレーターなどのコラボレーションが必要で
はないか、という質問をめぐって、メンシュ教授か
ら博物館はコミュニケーションを図るべきであるこ
と、教育的でなければならないこと、人々が期待し
ていないことを引き出す教育、コミュニケーション

特別事業「ミュージアム・マネージメン
ト・フォーラム2003」を開催して

JMMA会長（常磐大学学長）大堀　哲

特　集 去る12月7日に開催されましたミュージアム・マネージメント・フォーラム「21世紀型　ミュージアム・マネー

ジメントの創造―ミュージアム・マネージメント学の確立のために―」の内容等を特集してご報告申し上げます。



が重要であると指摘されたことが印象に残りました。
また、博物館の組織変革について、それは博物館の
内部から出てきたものか、それとも外部社会からの
要請によるものかをめぐって議論されたことも有意
義だったと思います。これはパネラーからも指摘さ
れましたが、社会的存在としての博物館が社会とコ
ミュニケーションしていくことの重要性を考えれば
社会からの要請、社会に対するアカウンタビリティ
を無視することはあり得ないし、一方で博物館内部
のコミュニケーションを緊密に図りつつ、利用者の
声、ニーズを吸い上げたマネジメントをしていかな
ければならないといった議論は当然のことといえま
しょう。
いずれにしても、このフォーラムが回を重ねるご

とに内容の充実が図られ、本学会の事業の大きな柱
の一つになってきていることは喜ばしいことであり、
実行委員会委員の献身的な努力に対して会員の皆様
とともに深く感謝したいと思います。次回にはさら
に一層充実したプログラムが企画されることを願っ
てごあいさつといたします。

1 ．はじめに
今回のフォーラムに対して、充実した発表と予想

を上回る参加者が実現され、無事終えることができ
ましたことに、改めてお礼を申し上げます。
この様な国際的なフォーラムを日本ミュージアム・
マネージメント学会において実施することができた
ことは、学会にとってたいへん意義深いことである
と感じております。今後も、学会の主要事業の一つ
として、継続的に行っていきたいと考えております。
今回のテーマとして掲げた「21世紀型ミュージア

ム・マネージメントの創造」は、博物館経営論研究
の進展に対応した、学会が取り組むべき大きな課題
の一つであります。
開催までの経緯を簡単に振り返ってみたいと思い

ます。

2 ．経　緯
我が国のミュージアムを取りまく環境が厳しさを

増すなか、NPOや民間への管理委託等の新たな動き
も始まっています。これまでの「資料の保存と活用
を中心とした博物館活動」から、より幅広い社会的
な活動へと視野を広げるミュージアムが誕生しつつ
あります。
ミュージアム・マネージメントの考えが我が国に

紹介されて約10年。当然のことながら、海外の理論

や技術をそのまま導入してきたのではなく、それら
を参考にしつつも、我が国の今日的な状況に即した
マネージメント理論や技術が模索されてきたといえ
ましょう。
本フォーラムは、こうした社会背景のもと、昨年

の「ミュージアム･コミュニケーション」に引き続い
て実施されたものですが、今回は日本ミュージアム・
マネージメント学会の将来構想委員会の検討テーマ
のひとつである「ミュージアム・マネージメント学
の学問領域」を検討する議論から、企画が始まりま
した。
そういった経緯から、今回のフォーラムは、ミュ

ージアム・マネージメント学会の課題でもある「学
問領域の確立」に資するものと位置づけ、10年以上
前から「理論博物館学」を提案しているオランダ・
ラインワルト・アカデミーのピーター・ファン・メ
ンシュ教授をお招きすることなりました。
構成としては、まず、教授にオランダにおける博

物館学の体系と基本的な理論を紹介してもらうこと
で、議論の枠組みを提示し、それを受けるかたちで、
国内各地域の学会員による「21世紀型ミュージアム・
マネージメントへの提言」を行い、ミュージアム・
マネージメントの在り方を考えることとしました。
2003年 6 月に特別事業実行委員会を設置してから、
毎月1～ 2 回程度の会合を行ってきましたが、これ
までの特別事業実行委員会と同様に、テーマに関す
る勉強会も実施することは、この実行委員会の特徴
となっています｡

3 ．まとめ
ピーター・ファン・メンシュ教授によれば、博物

館研究は、大きく「理論編theoretical museology」
と「応用編applied museology」に分けることがで
き、その基礎として「歴史研究」や「技術編」、「特
論」（特定のテーマに基づく言及）等が位置づけられ
ています。また、博物館の機能は、input機能と
output機能の二つの側面から捉えることができると
し、ミュージアムは、「research」「preservation」
「communication」の 3つの基本機能によって構成さ
れるとしています。
この「communicat ion」を他の「research」

「preservation」と同列の独立機能と位置づける考え
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特別事業「ミュージアム・マネージメン
ト・フォーラム2003」まとめにかえて

特別事業実行委員会



方は、1970年代頃から、ヨーロッパの各博物館で教
育普及部門を独立させた組織づくりが活発に行われ
るようになってきたとことに、大きく反映されてお
り、この頃から博物館事業の中心が教育活動に移っ
ていったことが紹介されました｡
これらの考え方は、昨年の基調講演を行ったレス
ター大学のアイリーン・フーパーグリーンヒル教授
によっても「博物館の基本的な運営構造」として提
案されています。
これらの枠組みに加えて、我が国の発表者からは、

「21世紀型ミュージアム・マネージメントへの提言」
として、

①21世紀型ミュージアム・マネージメントの技法
高安礼士氏（千葉県総合教育センター）

②ミュージアムのプロフェッショナリズム
中島宏一氏（財団法人　北海道開拓の村）

③高度情報社会とミュージアム
田窪直規氏（近畿大学短期大学部）

④21世紀型博物館のコミュニケーション
布谷知夫氏（滋賀県立琵琶湖博物館）

等の提案が行われました｡
今回のフォーラムを通じて、ミュージアム･マネー
ジメントに関する議論における、いくつかの基本的
な問題が明らかになったのではないかと考えていま
す｡それは、
●ミュージアム・マネージメントの対象・方法は社
会の変化に伴って変化する
●21世紀型ミュージアム・マネージメントの中心は
博物館教育（コミュニケーション）である
●高度情報社会はミュージアム・マネージメントを
根本的に変える
●21世紀型博物館のコミュニケーションは利用者が
作る
等であり、21世紀のミュージアム･マネージメン

トを考える時に参考となるものと思われます｡
昨年のフォーラムのテーマである「ミュージアム･
コミュニケーション」の協議の中でも、「博物館に歓
迎されていると感じていない人々」や「使いにくさ
を感じている人々」の存在の理由を「一方通行のコ
ミュニケーションである19世紀型博物館」の運営理
念に原因があるとされ、「コミュニケーション」がこ
れからのミュージアム･マネージメントの中心的テー
マとなることが示唆されました｡
今回のフォーラムのサブ・テーマである「ミュー
ジアム･マネージメント学の確立」は当学会の活動テ
ーマである「ミュージアム･コミュニケーション」と
深い関係があります。今回の特別事業をきっかけと
して、さまざまな取り組みや議論の展開が行われる
ことを期待いたします。

実行委員会
今回の特別事業は、理事会の承認を受け学会事業

として「実行委員会」を設置して、準備・実施いた
しました。6月から準備を進め、毎月 1～ 2 回の実
行委員会を開催し、「21世紀型ミュージアム･マネー
ジメントの創造」についての研究会や運営準備を行
ってきました。
実行委員長　理　　事　　川　津　尚一郎
実行副委員長　理　　事　　高　安　礼　士
実 行 委 員　事務局長　　高　橋　信　裕
実 行 委 員　　　　　　　牛　島　　　薫　　
実 行 委 員　　　　　　　小　川　義　和
実 行 委 員　　　　　　　亀　井　　　修
実 行 委 員　　　　　　　竹　内　有　里
実 行 委 員　　　　　　　中　野　雅　之
実 行 委 員　　　　　　　水　嶋　英　治
実 行 委 員　　　　　　　山　本　哲　也
実 行 委 員　事 務 局　　齊　藤　恵　理
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ラインワルト・アカデミーの名称は、オランダの
博物館学者であるキャスパー・ラインワルトの名前
に由来している。ラインワルトは、日本でも有名な
シーボルトの友人であり、シーボルトが持ち帰った
日本のコレクションは、ラインワルトの協力があっ
て政府が購入し、現在の国立博物館の形になったも
のである。
この講演では、博物館学と博物館管理のつながり

を系統的にアプローチしていきたい。
博物館学は、社会にとって博物館がどのようにあ

るべきかを規定し、組織的、手続き的な構造を特定
の形で定義し明らかにするものである。
（図 1 ）は、博物館の業務を理論的に取り上げ、
かつトレーニング等について、その関係性を明らか
にしたもので、1983年のICOFOMの会議でポーラ
ンドの博物館学者・グルチンスキーが提唱した。三
角形の頂点には、博物館学（MUSEOLOGY））の理
論があり、底辺の両端にトレーニングと博物館業務
が位置付けられる。理論とトレーニングとの間には、

相互に高め合う（ENRICHMENT）という関係が、
また同じように博物館学と博物館業務の間には、影
響し合う（REFLECTION）という関係があり、底
辺におけるトレーニングと博物館業務の間には、組
織し構成し合う（FORMING）といった相互関係が
見て取れる。
（図 2 ）は、こうした関係性の中枢に専門化

（Professionalism）が位置付けられる。同時にその
延長線上には、博物館固有の専門性とともに観客と
の関係も重要な要素として位置付けられる。
（図 3・ 4）の四角は、博物館全体の分野

（MUSEUM FIELD）を示す。左側が課題関連の学
問分野である。コレクションの基にある芸術、美術
などがこれらにあたる。右側は、それらをサポート
する学問分野である。例えば、教育プログラム、保
存・修復する学問、その他の教育に関わる諸学問が
位置付けられる。博物館学は、博物館コレクション
の主題（芸術、美術など）とそれを明らかにし、発
展させるための手段としての学問とが融合されたと
ころに位置付けられる。
ヨーロッパやアメリカでは、19世紀から20世紀の

初頭にかけて国家的な博物館の組織が全国的なもの
として設置され、国家的、国際的な雑誌の発行をは
じめコミュニケーションハンドブックやトレーニン
グ・プログラムが作成されてきた。この時期に、
「博物館学」が発足し、博物館学の共通化がはから
れたといえる。
（図 5 －1 ）の組織図は、コレクションとのかかわ
りの中で構成されてきた、伝統的な博物館における

基調講演

「ヨーロッパにおける博物館研究の動向
と今後のミュージアム・マネージメント
の方向性」（要旨）
ラインワルト・アカデミー教授

ピーター・ファン・メンシュ
（日本語要旨文責　高橋信裕）

図 1

図 2

図 3

図 4



組織図である。その部門にはキュレーター（学芸員）
がいて、調査、研究、管理が行われてきた。しかし
1960年以降、博物館に改革運動が起こり、学問中心
型の組織体制から、博物館がコミュニ―ケーション
の媒体である、という新しい観点に基づいた組織の
あり方、またそうした考え方に影響され、博物館学
を応用コミュニケーション科学として再定義する動
きが起こり、こうした潮流が主流になっていった。
（図 5 －2 ）は、新しい時代の組織図である。それ
まで博物館では採用されてこなかったスキルの
人々、例えば学校の先生といった教育のバックグラ
ウンドをもった人々が採用されるようになり、彼ら
はコレクションの研究や管理、記録とは異なる、コ
ミュニケーション部門の担当者として来館者を迎え
入れ、利用者と向き合うようになった。これはコレ
クションをベースとしてきた組織から、博物館のコ
ミュニケーション機能（展示、教育、来館者サービ
スなど）を重視する組織体制への脱皮である。現在、
オランダでは博物館職員の80％までがキュレーター
以外の専門職で占められている。
（図 6 ）は、博物館が社会と物質文化との関わり
を示したものである。博物館資料の価値は、初めは

経済的な価値によってはかられていたものが、記録
的な（DOCUMENTARY）価値に基づいて体系化が
はかられることで、経済的な利用価値から、文化遺
産としての利用価値へと移行していく。このプロセ
スを博物館化（MUSEALISATION）と言っている。
そして社会との関係を記録的な価値によって規定す
ることを博物館性（MUSEALITY）という言葉で表
わしている。資料の博物館化は、とても大切な課題
である。
（図 7 ）は、博物館学の方法論について考察する
ためのモデル図表である。真中に位置付けられてい
るものは、遺産（HERITAGE）であり、その外を
囲んでいるものは機能、活動（FUNCTIONS）であ
り、その外側には組織、制度（INSTITUTIONS）、
一番外側に社会（SOCIETY）がある。
（図 8 ）は、新しい博物館学における力学的な方
向性を示したものである。つまり、最も重要なのは、
遺産と社会との関わり方にあり、機能や組織、制度
との関係は二の次であるということで、しかも初め
に社会があって、遺産がある、という関係が大切な
のである。
ここに新しい時代の博物館のあり方が見て取れ
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る。つまり、コミュニティ博物館こそが新しい博物
館学のモデルであり、そこには博物館のユーザーが
博物館のサポーターにもなり、彼らが運営の一端を
担うようになることで、学芸員とエンドユーザーと
の垣根が、今後一層あいまいなものになっていく。
博物館は、社会的な一種の再生装置であり、社会変
革の再生エージェントに例えることができる。
（図 9 ）は、社会と物質文化の関係の中で、歴史
的な記憶を社会的な記憶として組織化、体系化する
ことの意味を説くものである。記憶の場所がお互い
に関連し合い、ネットワークを形成し、社会的な意
味を作り出しているということにも配慮が加えられ
るべきである。
（図10）は、ECにおいて文化的な内容に関して、
統合的なアプローチ手段を開発、共有化することに
よって社会機構の中で「文化的な情報の倉庫」を機
能させようとの意図から、そのパラダイムを整理し
たものである。
（図11）は、博物館の基本的な機能を図示したも
ので、保存（RESERVATION）の中には保全や修理
と同時に記録化という使命も含まれているというこ
と、研究（RESERCH）は、ヘリテッジをベースと
した研究を指し、コミュニケーションは、展示、教

育活動、イベント、出版活動を含めたものを言って
いる。大切なことは、新しいパラダイムがあるとい
う事である。
（図12)は、博物館学的な考えとマネージメント

の考え方を統合することの意義及び重要性を示す資
料である。そこではパーフォマンス・マネージメン
トの重要性が増してきており、効果的、効率的に博
物館活動が行われているか等を測定するパーフォマ
ンス測定が一つの重要な評価尺度になっている。
（図13）は、博物館の基本的な活動である 3 つの
分野（研究・保管・コミュニケーション）を示し、
博物館がインプットとアウトプットのシステムを備
えるものとして、それぞれの分野が機能しあった関
係性の中で、お互いの有用性をインプット、アウト
プットという観点から抽出しようと試みた図であ
る。一つのアウトプットは、一方でのインプットで
もあり、また必ずしも一つの機能のアウトプットが、
別のある機能のインプットだけに応えるものではな
い、ということが理解できる。博物館は、機関とし
て独立したものであるが、他の世界との関連性も強
く、組織の外でのインプット、アウトプットも充分
に考えられ、博物館の新しいマーケットに対する認
識にも繋がるものがある。
（図14、15）は、博物館の事業活動と収入との関
わりを示したものである。例えば、使命に対する貢
献と収益に対する貢献の双方の視点から見て、どの
分野が弱く、またどの分野を重点課題として進めて
いくべきか、またその一方で倫理的な板ばさみがど
こで生じてくるかなどがアイテムとして上げられて
いる。これらの分析によって、持続可能な博物館運
営の構想を描くことができ、説明責任や地域社会へ
の投資の是非などの妥当性にも利用できる。研究や
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コレクションの保存は、社会から攻撃を受けやすい
（VULNERABLE）事業として位置付けられ、投資
対効果では最も収益を生むスペース貸しは、倫理的
な板ばさみ（ETHICAL DILEMMAS）に入れられ
ている。
（図16）は、コトラー・イン・ミュージアム・ニ
ュースからとった資料で、博物館が対象とする人々
が博物館を訪れる時の交換のプロセスを示したもの
である。博物館の備える資源や教育、学びへの対応
など利用者にとって利益となるものを博物館として
備えることが求められている。
（図17）は、博物館において、利用者にチャレン
ジする機会を与えること、例えば博物館でさまざま

な技術が習得できるようにする試みも重要である。
そこには、挑戦者に対して高すぎなく、低すぎもな
い程好い高さが求められるわけだが、そこには「流
れ」（FLOW）という視点が欠かせない。この「流
れ」は、来館者自身が持ってくる場合もあるし、博
物館との協働作業でこの「流れ」を作る場合もある。
知識や体験を習得するには熟練した技能が必要とさ
れるが、その度合いが大きすぎれば一般の参加者か
らは敬遠されるし、簡単に習得できるものであれば、
また魅力あるものにならないなど、プログラムの演
出にも有効で飽きさせない「流れ」を構築する必要
がある。

図16

図17

詳しい報告書は、別冊「21世紀型ミュージアム・マネージメントの創造―ミュージアム・マネージメント学
の確立のために―」（有料）が発行されておりますので、必要な方は事務局までご連絡ください。
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はじめに
本文は小さな井波町で多くの作家組織が運営する

小粋な井波美術館の歩みの物語である。16年前に開
設した頃はバブル景気の最盛期。組織の上層部は勢
いもあり、その下に若手の作家軍団が控えていた。
だが、16年も経過すると組織の制度疲労、作家のイ
ンセンティブの低下や構成年齢の上昇化が露呈。一
方では、今は不況や国家予算の歳出削減の時代。そ
して市町村合併を直前に控える。井波作家の先達が
営々と築いてきたサバイバルを賭けた美術文化の発
展へのベクトルを今後どのように継承するのか。課
題は重い。
本文は井波美術館（以下、美術館）の初めての小

史である。未来を見据えるために過去を顧みること
は重要。文化立国日本の一翼を担う美術館運動を考
える材料を北陸の小さな町から発信する。

木彫りと信仰の里・井波町
井波町は富山県南西の砺波地域に位置する。人口

は10207人。信仰と木彫りの町で知られる。南北朝
時代末期に建立の瑞泉寺創建を町のはじまりとする。
江戸中期に瑞泉寺は焼失。社寺再建を機に京都から
大工彫刻の技が伝授。この技を町の職人が継承し今
日の木彫りの里に成長した。
明治期までは堂塔大工が受注した大工彫刻の製作

を主としたが、大正初期には住宅の彫刻欄間が開発
され、昭和期には置物、獅子頭、天神様や祭り彫刻、
昭和50年代には欄間技法を小さい額に仕立てた飾り
パネル、近年には木彫彩色の内裏雛が製作モチーフ
に加わった。
現在、町には木彫刻工房が約130軒。木彫刻師が

約200人。経済産業大臣産地指定の近隣市町村を含
めると全体で約180軒の約250人。井波彫刻協同組合
（以下、組合）の総数は132名。その内、25人（18％）
が日展など美術展出品者。伝統木彫刻集団の地域集
中度、職人数や技のレベルでは日本一。世界でもト
ップクラスである。

井波美術の作家組織の発展
社寺の内陣彫刻は漆塗りが伝統のため井波では漆

塗師も多かった。その中から昭和初期の頃より商工
省展や帝展に出品する作家志向の職人が現れ、あと
に木彫刻師が続いた。昭和16年文展工芸部門に一挙
に5人が入選。翌年井波工芸美術協会が結成された。

町内作家が運営する井波美術館物語
井波美術協会会長／井波美術館理事長

長谷川総一郎

図 1 瑞泉寺本堂 図 2 井波町八日町通り、右側奥突き当たり

が瑞泉寺

図 3 井波彫刻まつりに並ぶ天神様彫刻（井

波彫刻協同組合主催）

図 4 彫刻欄間（井波彫刻総合会館パンフレ

ット）

論考・提言・実践報告
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以降、特に戦後は日展の工芸や彫刻部門に大量の入
選者を輩出。今日まで実数で約90人が日展に入選。
日展特選受賞者や評議員資格者は現在12人という日
展の町として全国にその名を広めている。
前述の作家組織は昭和30年には井波美術協会（以
下、協会）に改組新発足し、工芸、彫刻の各部会が
作られた。後、書道、写真、絵画部会が続き、会員
数は現在67名。その内、木彫刻を生業とする者は36
人（53％）。協会員の中の彫刻と工芸部会会員が45
人（68％）。日展出品者は過去出品者を含めると40
人（60％）となる。
昭和40年代より日展以外への出品者が現れた。工
芸や彫刻では少数であるが彫刻の二紀展、新制作展、
工芸の日本伝統工芸展など。書道では玄土社、写真
はモダンアート展、国画会、絵画は一陽展、亜細亜
美術展などである。

美術館設立要求運動の起こり
大量の日展出品者と権威ある作家の地位を数多く
獲得してきた協会。ここから作家たちの入選や入賞
作品を展示し、井波美術発展に貢献のあった物故作
家の作品収蔵を主目的とした美術館建設の気運が高
まることは当然の帰結である。
昭和45年協会では初めて美術館建設が審議された。
47年には美術館竣工を50年と設定。建設資金調達を
審議し建設委員会を組織。52年、澎湃として建設促
進熱が高まった。町と折衝し、建設実行委員会を結
成。それは、美術・工芸の一方の組織である組合で
は、組織の核となる井波彫刻伝統産業会館（以下、
伝産会館）が別棟の木彫刻訓練校とともに2つの施設
の同時建設が県議会で決定されたからである。その
伝産会館の機能に協会の参画が検討されたが、結果
的には54年伝産会館は単独で竣工オープンとなった。
以後、美術館問題は、沈静したかに見えたが一方
の伝産会館誕生によって却って協会にマグマが溜ま
った。それが銀行移転によって再燃。60年、瑞泉寺
前の八日町通りにあった北陸銀行がショッピングセ
ンター新装予定の敷地に移転。建物は町に移行。こ
の建物の跡利用に、協会の美術館開設構想が急浮上。

61年、協会は悲願実現の好機と捉え町に町立美術館
開館の陳情を頻々と重ねた。
昭和62年 3 月、美術館開設をめぐる町と協会との

折衝はもの別れ。争点は、協会は展示と収集保存機
能をもった町立クラスの施設を要求。しかし、町は
協会が管理運営し展示機能のみの財団法人形式で、
旧銀行の改修費は協会負担を提示。当時の町は新規
の文化施設建設は困難な状況にあったのか。それは、
63年完成予定の町総合文化センター建設で大型の地
方債を起こし、その債務返還終了までは年数があっ
たからだ。職人気質で一本気な協会長は、責任を取
りたいと任期途中で協会長を辞任した。

公設民営の井波美術館のオープン
昭和62年 4 月、急遽就任した後継の協会長は旧銀

行の建物を町より無償で借り、改装と運営を協会員
有志が行うという現実路線を選択。美術館設立委員
会（以下、設立委員会）発足を臨時総会で決定。こ
こに悲願であった協会の美術館は実現へと始動した。
新設までの一時的な資金は、協会員有志の寄付金

1000万円、町補助金300万円、協会の美術館建設積
み立て金240万円などで賄うこととした。
旧銀行建物は大正13年築造。ルネサンス様式を取

り入れた洋風意匠のモダンな文化財級建築物。町民
にとっても瑞泉寺前の八日町通りに位置する観光の
シンボル的存在。町所有は保存の意味もあったと思
われる。
美術館の開館は 3ヶ月後の 7月15日と決定された。
準備に待ったなしである。町と建物借用契約。建設
業者に旧銀行の改装を発注。協会員より改装資金1000図 5 井波美術館設立委員会名簿（昭和62年４月）

図 6 井波美術館開館式の新聞記事
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万円の寄付金の調達計画。組織、館則や運営規則の
設定。広報宣伝の計画。開館祝賀式の計画など。設
立委員会約30人はほぼ毎晩、専従スタッフのように
開館準備に突っ走った。
取り決め事項は25頁からなる館則と運営規則にま

とめた。そのなかの主な事項について私見をまじえ
て紹介する。
①　名称：井波ギャラリー案もあったが憧れの井波
美術館（以下、美術館）となった。
②　設置主体者：協会の有志とし、美術館「会員」
は協会会員と紛らわしいので、美術館「同人」と
呼称した。
③　設置形式：町立でも財団法人でもなく、美術館
同人が運営するという一種の「公設民営」の形式。
町が提案した財団法人は、協会の財源不足のため
断念。
④　館長：館の代表者として外部の顔と館務に努め
る。無償とし、これを協会員以外から招く。
⑤　理事長：協会長がつとめ、最高責任者とする。
⑥　運営委員会：町長、議員や町内の学識経験者 9
～13名で構成し、館運営への助言や監督を行う。
⑦　同人取得の資格：全国的規模の展覧会に出品し
た者で、館運営協力金12万円（ 1口 3万円で 4口）
以上拠出した協会員。開設時は協会員総数68名の
内52人（76％）が同人に登録した。協力金（寄付
金）は役職順に当て、上位は100万円 1 人、70万
円 1人、50万円 2人、30万円は 4人が拠出した。
⑧　事業内容：同人による創作作品の常設展示を基
本としながら随時企画展を開催する。収蔵保存は
できない。
⑨　展示面積：1 F110m2、2 F90m2（小部屋4室）
こうして作家仲間が無償で自主運営する全国にも

稀な美術館が誕生した。年間の運営資金は、町の運
営補助金50万円。同人の年会費 1 人12000円、入館
料、協会積立金150万円前後。一種のNPO方式の先
駆けと言えようか。
今、回顧すれば無謀にも見えるが、経済成長の時

代背景、協会結成45年間の実績とプライド、美術館
要求運動17年間に鬱積したマグマ、当時の協会幹部
のエネルギー、設立委員会スタッフの60％が30～40
代という働き盛り世代、固い結束力などが、短期間
での開設を可能にした。

16年間の企画展などの実績
展示は、同人作品の常設展示を基本とした。年 2

～ 3回程度の展示替え。日ごろ、協会員のアトリエ
に保存している自信作を井波で公開することが、も
ともとの設立動機だったから、小さい美術館に等身
大の裸婦像、大型の漆芸や木芸の二曲屏風（スクリ
ーン）などがずらりと並んだ。
同人展の他に年 1回は特別な企画展を実施。実施

後は実績に対して町は補正予算措置をとり、30～50
万円を補助した。さらに随時貸し出しの展覧会も実

施。以下、同人展以外の展覧会を記述する。
昭和63年：不詳（半年間なので、同人常設展のみと
記憶）。

平成元年：玄土社瑞穂書会展、草月グループ蒼展、
井波美術協会員小品展、町報表紙原画展、信楽焼
作品即売展、小中生徒作品展、富山県立近代美術
館移動展89、玄土社瑞穂書会干支色紙展。

平成 2 年：玄土社瑞穂書会展、草月流いけばな展、
町報表紙原画展、井波美術を築いた作家展、アフ
リカン・ヘリテージ（ワカンバ族）木彫展、井波
小中学校児童生徒作品展、小原流いけばな展蓮如
上人庵への道。

平成 3年：玄土社瑞穂書会干支色紙展、森田清一同
門展、町報表紙原画展、いなみ国際木彫刻キャン
プ91招待作家小品展、小中生徒作品展。

平成 4年：玄土社瑞穂書会干支色紙展、開館 5周年
記念井波の大工・指物の技展、小中生徒作品展、
富山県立近代美術館移動展92。

平成 5年：玄土社瑞穂書会干支色紙展、いなみの日
記念人間国宝展、小中選抜絵画とポーランド児童
画展、玄土社瑞穂書会干支色紙展。

平成 6年：板橋一歩・森田清一・堀友二 3人遺作展、
小中学生選抜絵画展、玄土社瑞穂書会干支色紙展。

平成 7年：いなみ国際木彫刻キャンプ95招待作家作
品展、井波小中学生絵画展、玄土社瑞穂書会干支
色紙展。

平成 8年：井波美術の先達「横山白汀」展、井波小
中学生絵画展、井波美術協会員による珠玉のチャ

図 8 特別展、板橋一歩・森田清一・堀友二3人遺作展の風景

図 7 特別展、井波の大工・指物の技展のDM
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リティ展、玄土社瑞穂書会干支色紙展。
平成 9年：井波小中生選抜絵画展、井波美術協会員
による珠玉のチャリティ展、玄土社瑞穂書会干支
色紙展。
平成10年：スライドトーク独ろくろ産地エルツゲビ
ルケ（K．ブラウネ）、井波美術の先達「宮崎辰児」
展、井波小中学生選抜絵画展、井波美術協会員の
よる珠玉のチャリティ展、玄土社瑞穂書会干支色
紙展。
平成11年：米オレゴン州伝統工芸作家との文化交流
会、いなみ国際木彫刻キャンプ99招待作家作品展、
富山県デザインキャンプ、玄土社瑞穂書会干支色
紙展。
平成12年： S.ショレのパントマイム（独エルツゲビ
ルケとの交流）、前川大地展、井波美術の先達「横
山玉抱・西田秀」展、玄土社瑞穂書会干支色紙展。
平成13年：いなみ小中学生版画展、ふるさと未来
21・井波展（北日本新聞主催）同時開催で井波の
作家たち展（ 2 F）、まちなみアートリレイINいな
み前夜祭・シャンソンライブ、玄土社瑞穂書会干
支色紙展。
平成14年：いなみ小中学生版画展、富山県展受賞作
品巡回展（県主催）、まちなみアートINいなみ前
夜祭・シャンソンライブ、玄土社瑞穂書会干支色
紙展。
平成15年：いなみ小中学生版画展、斉藤晴之NY見
聞スライドトーク、美術協会結成60周年記念いな
み作家の今展、協会員によるギャラリトーク（ 2
回）、いなみ国際木彫刻キャンプ03・絵を描くコン
クール展（受賞作）、いなみ国際木彫刻キャンプ
03・フォトコンテスト展（受賞作）、まちなみアー
トINいなみ前夜祭・シャンソンライブ、玄土社瑞
穂書会干支色紙展。
企画展は 1ヶ月、貸し出し展はほとんど 1～ 2週

間程度なので、1年間の 9 割近くは同人の常設展で
ある。

16年間の管理運営の苦闘の歩み　
①　見込み入館者数届かず、漸減傾向

開設当初、伝産会館（54年開館）60年度入館者

数の 5万人を参考に 4万人と当て込んだが、当初
の入館実数はその 4分の 1。以降 7年間は約5000
～6000人台を維持。その後3000から1000人台にダ
ウンした。

②　運営資金の慢性的逼迫から同人は労働で貢献　
入館者数の見込み違いと漸減は運営資金の逼迫

を請来。開館 1年後、年間100万円の不足のため、
同人より年間12000円拠出を会費の他に徴収。開
館14ヶ月後には臨時職員を解雇し、正副理事長の
奥さん達が交代で当番に従事。平成元年 6月より
新たに臨時職員を新規採用。その後、平成13年ま
では同人が日曜日のみ半日交替当番の年もあった。
企画展の時は 3時間ごとに同人 1～ 2名の交替監
視当番。14年からは 1年間全て 2人の臨時職員が
交替で常駐。同人の負担は多少軽減された（12年
度から冬季休館）。

③　同人の士気のダウン
開館10年過ぎより、同人の美術館当番（日曜日）
に無断欠席が現れ、それまで企画展の運搬や展示
に集合してきた同人数は漸減。同人の美術館運営
に対する初期の熱い思いが希薄化。その背景には、
景気後退、協会員の若手新入会員の減少、それに
伴う同人平均年齢の上昇などがある。

④　町への補助金増額要求と町のスタンス

図 9 同人による特別展の展示風景
図10 平成16年の年間展覧会案内
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同人達は運営資金の窮状を町に訴え、美術館の
町立化、もしくは最低限は学芸実務の能力をもっ
た常駐職員採用の実現をほぼ毎年陳情。町はそれ
に対して運営補助金の漸次微少な増額で対応。開
館当初40万円、平成元年50万円、7年70万円、8年
120万円となった。しかし、この金額は、博物館
条例に基づいた市立や町立の美術館が近隣に次々
と華々しく開設される状況にあって、美術のプラ
イド高き同人達の思いを充たす額には到底届くも
のではない。
町は町立化できない理由として、類似施設が 2

館も設立済みで、町の規模として 3館目の開設は
議会や町民の理解が得られないという。高瀬歴史
民俗資料館は昭和51年博物館法に準ずる施設とし
て開設。平成 5年には博物館条例に基づく町立施
設に昇格。伝産会館は昭和54年開館し、平成 5年
に井波彫刻総合会館に移転新装オープンしている。

市町村合併と財政構造改革下における井波美術館の
再生への試み
平成13年同人から取った美術館に関するアンケー

トでは閉館希望者は25％。その理由を詳細にみると、
運営に関する労働負担が大きい、との声。つまり、
負担がなければ継続したいとのこと。これは、16年
1 月の合同役員会でも確認された。つまり本当の閉
館を希望していないのである。
しかし、この 1～ 2年、特にここ半年の間、国の

急激な税収減と歳出圧縮のもと国民の負担と受益の
在り方の議論が浮上。住民負担に応じた行政からの
受益の獲得に移行しつつある。地域力や住民力が受
益の前提条件になってきたのだ。行政の予算配分は
平等配分から実績重視の重点配分にシフト。経済の
右肩上がり時代のように「打出の小槌」を振れば受
益を引き出せた時代は終わった。そのような回顧的
発想では合併後には美術館の廃止もやむを得まい。
７割強が木彫刻や漆塗業という同人組織に押し寄

せる不況の現実には厳しいものがある。一方での実
績主義という時代潮流は同人達にも徐々に自覚され
つつある。そこで以下のような美術館再生の施策を
とった。
①　美術館からの情報発信量の増加と入館者増
私は平成15年 1 月美術館副理事長から理事長に推

挙された（任期 2年）。たまたま昨年は 4年毎開催の
第 4回「いなみ国際木彫刻キャンプ03」の開催年に
あたり、諸行事を急遽計画。先ずは美術館からの「情
報発信量の増加」と「入館者増」をねらった。それ
によって八日町通りの賑わい創出や町活性化に貢献
しようというもの。
情報発信量の増加対策は、年間事業計画の見直し。
入館者増対策の一つとして同人展を試験的に無料化
と決定。
②　運営資金増と展示内容のリフレッシュ化
事業計画見直し実現のネックは、資金不足と見慣

れた常設展示の内容。資金対策については、減少し
たまま未補充の同人数を補充し、会費収入増から財
政基盤を強化。開設当初52人居た同人は16年間に40
名まで減少。死亡、倒産や美術展出品取り止めによ
る退会。その後の対策が放置されてきた。協会員か
ら新たに10人を同人に勧誘。また、町の提案により、
これまで実績に対する補正予算措置があったが、こ
れを合併前に通年の運営補助金への組み込みを選択
了承。まだまだ満足しがたい金額だが、平成16年度
より計150万円となった。
展示内容のリフレッシュ化は、同人作品の企画方

針の見直しや外部作家による美術展の導入。具体的
には、同人の個展やグループ展の開催勧誘と同人を
中心とした井波の彫刻工芸とは異なる美術展の積極
的導入である。これによって情報発信量は増加し、
入館者増も期待されよう。
③　貸し出しのための「ご利用規約」の新設
16年の歴史で貸し出し展は、特に初期は多かった。
その後同人の意識のマンネリ化が進んだのか。16年
一貫して貸し出し展を利用してきた同人は玄土社瑞
穂書会展（同人を含む）だけ。資金対策の一つとし
て貸し出し展は積極的に勧誘したい。そのためには
貸し出し料金や詳細なルールが必要となり、この度
「ご利用規約」を新規作成した。

おわりに
今年11月、井波町は近隣の 8市町村と合併し南砺

市となる。でも合併後の地域力や文化発信力の低下
が心配される。欧米やアジアなど20数カ国を見聞し
てきたが、今でも人口500～2000人程度の自治体は
意外に多く、地域的個性の発信力は高い。日本の行
政の貧困を感じざるを得ない。
しかし、合併という船は出てしまった。後戻りは

できない。合併後、自治体で温存されてきた各種団
体への補助金の削減や見直しは必至。国民や住民に
とって過負担と知恵が必要な時代がやってきたのだ。
16年を「井波美術館の再生元年」と位置づけ、目に
見える実績を上げることによって合併後の美術館の
サバイバルを賭けたい。以上、地域からの美術館運
動を述べた。読者からのご教示を仰ぎたい。
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1 ．はじめに
博物館において扱われるテーマには様々なものが
ある。歴史、科学、文化といったものが一般的なと
ころで、細分化していくと実に際限なく出てくる。
そんな中でもテーマにしにくい、いやいろんな理
由から出来ないといったものも多々あるのではない
だろうか。今回はそういったものの中から遊郭とい
うものを取り上げてみたい。果たしてこれがミュー
ジアム・マネージメントに示唆を与えるものと成り
得るかどうかは大きな疑問が残るところなのだが。
2 ．遊郭とはどういったところか
試しに『広辞苑』でこの言葉を引いてみると、
遊郭…多数の遊女屋が集まっている一定の地域。

貸座敷営業が許可されている地域。いろざ
と。いろまち。くるわ。遊里。

とある。簡潔に言うとご存知の通り「遊女と遊興
する場所」なのであるが、しかしその中に「くるわ」
という説明がある。漢字では「郭」と書くのだが、
城郭の文字にも使われているように、「周囲を（堀や
塀で）囲われた」といった意味を持っている。すな
わち遊郭も周囲を堀や塀によって囲われていたので
ある。「臭いものには蓋を」の精神がよく見えるとい
うか、遊郭の扱われ方がよく表れている言葉だと思
う。
実は、遊郭が「くるわ」の形態となったのは江戸
時代からであって、それまでは隔離されていなかっ
た。というよりそれまでは許可を得ずに営業してい
るのであって、隔離なんてされるはずもなかったの
である。江戸幕府は戦乱後拡大していく都市の秩序
を保つため、遊郭を 1箇所に集めまとめて管理しよ
うとし、周囲を堀や塀で隔離した中でだけ営業を許
可したのである。
加えて遊郭は「悪所」と呼ばれるなど、一般社会
からは差別視されており、社会的にも物理的にも隔
離されていたのであるが、その内部はというと、花
魁や太夫といった気品と素養を兼ね備えた高級遊女
のいる場所であり、揚屋という一般庶民が味わうこ
との出来ないほどの豪華さを持つ特異な建築を有す
る場所であって、芸能や言葉など独特の文化を作り
出していた賑わいの中心だったのである。
3 ．賑わいの遊郭
賑わいの中心であったことを示すものとして図を
あげて紹介してみる。図 1は「摂津名所図会」に載
せられている大坂の新町へ向かう新町橋の情景であ
るが、行き交う人の多さ、橋の上まで並んだ店など
遊郭周辺の賑わいが十分に見て取れるだろう。

さて、内部の情景はというと、同じく『摂津名所
図会』には新町の九軒町という場所の情景が載せら
れている。（図 2）
長傘を差されて歩いているのが太夫という最高級

の遊女であり、その姿を一目見ようと周りにはたく
さんの人が集まっている。遊女は普段女郎屋にいる
のだが、客から呼ばれるとこうやってお供と一緒に
遊郭内を道中し客の前に現れるのである。
その太夫と遊興する場所が揚屋なのであるが、そ

の揚屋はというと図 3のようになっていた。

圧巻は庭で、庭に築山を設けて水を流し、その起
伏を利用して大座敷は高足場の上に設けるといった
「懸造り」という凝った手法が用いられているのがわ
かる。
4 ．大坂は特別？
ざっと遊郭の情景を見てきたが、江戸幕府によっ

て許可されたのは全国でも、江戸の吉原、京都の島
原、大坂の新町、駿府の二丁町、長崎の丸山町の 5

「テーマ」としての遊廓
株式会社 乃村工藝社

田上　仁志

図 1 「新町橋」『摂津名所図会』

図 2 「新町九軒町」『摂津名所図会』

図 3 「佐渡島町　高嶋屋」『澪漂』宝暦版
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箇所しかなく、それ以外は全て無許可のものであっ
た。特に江戸・京都・大坂の三都の遊郭は全国にそ
の名を知らしめるほどのものであったようだ。
江戸には元和三年（1617）葭原遊廓（後に移転し

て吉原遊郭となる）が設置され、京都には寛永十七
年（1640）島原遊廓が開設、大坂には寛永元年(1624)
新町遊廓が開設されているのであるが、それらを比
較してみると次表のようになる。

遊郭は計画的に作られたのであって、作られた場
所というのも未開発の地が選ばれた。それゆえ作り
易い矩形の形状となるべきものだが、新町だけはそ
うはなっていない。また、新町以外は周辺の発展に
伴ってさらに郊外の未開発の地に移転させられてい
るのだが、新町は開設以来移転をしていない。隔離
について見てみても、吉原・島原は堀と塀によって
ちゃんと隔離されているのにもかかわらず、新町に
は堀はあるものの塀は東側にしかない。その上、時
を経るにつれて様々なところに門が開いていってし
まう。これでは隔離なんてあってないようなもので
ある。
上記についてなんとなく大阪らしさを感じるのは

私だけだろうか。江戸は幕府の拠点であり、京都は
天皇が鎮座するところであった。大坂はというと「天
下の台所」と称されるように商人の町であった。そ
れゆえ遊郭においてもその自由さが出てきているの
であろうか。
5 ．遊郭の都
新町が他の遊郭に比べ自由であったことには訳が

ある。大坂は 2度の幕府との戦いによって廃墟とな
ってしまった都市を発展させるために堀の掘削と新
地の開発を行ってきた。「水の都」と呼ばれる所以は
ここにあるのだが、そういった新地にまず営業を許
可されるのが、茶屋と風呂屋であった。それらは公

然と遊郭としての営業を始めてしまうのが実情であ
って、新地の開発をするたびに無許可の遊郭が増え
ていってしまったのである。
おかしな話である。無許可の遊郭を集めて管理す

るために新町を設置したのだが、その一方で新地開
発を進め無許可の遊郭を増やしていく。都市の秩序
より発展を選ぶ気質も実に大阪らしく思われる。
その結果、天保期には図 4に示したとおり実に34箇
所もの遊郭が大坂に出来てしまっているのである。
6 ．おわりに
ここまで無理やりながら遊郭について述べてきた。
遊郭というと、身売りされ連れて来られた遊女や買
売春といったことに主眼を置かれるであろう。無論
それらを肯定するつもりは一切無く、それにより様々
な啓発をしていかなくてはならないことは承知して
いる。
ただ、単なる買売春の場として捉えられがちな遊

郭を違った側面で見てみると、繁華の情景や華麗な
建築形態、置かれた都市の歴史的背景、特質などと
いったことが見えてくるのだということを再認識し
ていただき、これをまとめとして付け加えさせてい
ただきたく思う。
最後までミュージアム・マネージメントには触れ

ずじまいで、まったくもって学会の趣旨や「時の話
題」といったテーマからかけ離れた文章であること
をご容赦いただければ幸いである。

表　三都比較表

図4 天保期の遊廓位置図
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第 2 回「NPOと博物館」
制度問題研究部会では今年度の研究テーマを「博
物館と経営」として研究会を開いている。今年度予
定の 3回の研究会を通して、使える、役立つ博物館
の経営学について考えてゆきたい。第 2回目の今回
は、NPOと博物館について取り上げ、博物館経営に
おいてNPOがどのように関わることができるか、
NPOは博物館を変えられるかなど、法制度的な条件
等も含めてNPOと博物館のあり方について考えてみ
たい。

1 ．話題提供
「日本の博物館と法人の制度について―NPOと博
物館の可能性―（井上　敏　氏）
（1）現在の博物館がおかれた状況：国公立の博物館
では現在行われている規制緩和と行政改革は民活
路線上で、効率の良い経営と、地方分権を目途に
進められている。その一例として「公立博物館の
設置に関する基準」による学芸員数の規定の廃止
があげられる。この改正の結果、行政内で博物館
に学芸員を置くというインセンティブ（刺激・動
機）が働きにくくなった。これは学芸員の数に関
する規制が緩和され、学芸員資格がなくとも優秀
な人材を確保できるとの見方もあるが、実際には
逆の効果として、博物館の職員確保を困難にして
いる。このようなことが社会的に認知されていな
いのが実情であろう。

国立の博物館が独立行政法人化され、すでに 1年
目の評価が出ている。今のところ評価内容は良好
のようだが、今後どう変わってゆくか不安は多い。
職員は現段階では国家公務員資格だが、これが将
来どのように扱われるか不明であり、その扱いに
よっては国立の博物館に与える影響は大きい。

（2）指定管理者制度（地方自治法第244条の 2 の改
正、平成15.9.2施行）：従来は地方公共団体の出資
法人のうち一定用件を満たすもの等の行政機関系
の団体だけしか博物館の管理委託を受けることが
できなかったが、この法改正により、地方公共団
体の指定を受けた「指定管理者」が博物館の管理
委託を受けることができるようになった。これに
より株式会社等の民間営利事業者を含めた者に対
して指定を行うことが可能になり、指定を受ける
者に制限はなくなる。しかし、この制度の運用が
どのような形で現れて来たか、芦屋市立美術博物
館の例を見ると、この館の民間への委託先の模索
であり、委託先が見つからない場合は、休館へ追
い込まれると言うもので、博物館運営の現状の厳
しさが表面化していることが分かる。

（3）非営利法人制度の創設：博物館法によれば、登
録博物館の要件として、民法34条による公益法人
の設立によるものとされている。その後NPO法が
成立して、博物館の運営に新たな制度による法人
の関与が増えることとなった。しかし、このNPO
法も、その後制定された中間法人法も民法34条の
公益法人制度と統合され、新たな非営利法人が作
られる方向で検討が行われている。この新たな非
営利法人制度の内容は今後どのようになるか全く
分からない。従って博物館と非営利法人制度との
関係について、博物館側から非営利法人制度に関
して急いで提言を行う必要がある。特に税制等に
関しては強力な働きかけを行うことが緊急の課題
と思われる。

（4）博物館に関する新たな制度を構築する必要性：
今の博物館法は、教育権を基本的な枠組みとして
博物館の制度を構築している。しかし博物館はそ
の成立の歴史からみても現在の登録制度のあり方
からみても教育権の面だけで捉えるべきものでは
なく、新たな制度を構築する必要がある。その意
味で文化芸術振興法が制定され、「文化権」への注
目が集まる中、その「文化権」から博物館に関す
る法律の組み立てを考えてみても良いのではない
か、と思う。こういった観点から（3）で触れた博

研究部会報告

制度問題

研究部会

第2回研究会

テーマ：NPOと博物館
日　時：平成15年11月22日
場　所：お茶の水女子大学文教育学部1号館会議室
講　師：話題提供「日本の博物館と法人の制度について―NPOと博物館の可能性―」 井上　敏　氏（桃山学院大学）

基調報告「ミュージアムの新しい経営のあり方― 4年間のNPO活動実績から―」
亀田訓生　氏（特定非営利活動法人　企業ミュージアムの協会理事長）

報告者：小原　巌（大妻女子大学）
参加者：22名

講演中の亀田　訓生　氏
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物館に関する非営利法人制度の整備の問題も含め、
新たな博物館に関する法制度を考えてゆく必要が
あるのではないだろうか。

2 ．基調報告
「ミュージアムの新しい経営のあり方― 4 年間の
NPO活動実績から―」亀田訓生（特定非営利活動法
人　企業ミュージアムの協会理事長）
（1）なぜNPOを立ち上げたか：企業が様々な形で文
化に貢献しているが、これがあまり知られていな
い。余暇の時代にあって人々の知的要求が強い。
また教育が学校に偏りすぎている。このようなこ
とを実感し、企業ミュージアムを社会的に紹介し、
企業ミュージアム館相互のネットワークを作り活
動を活発にしたいとの思いから、「企業ミュージア
ムの協会」をNPOとして立ち上げた。

（2）NPOとは：日本のNPO（特定非営利活動法人）
の総数は2003年 6 月末現在11,899。この内、芸術
文化を主目的とするものは約550法人である。こ
れはアメリカのNPOの総数が140万～150万と言わ
れるのと比較して遙かに少ない。
NPOは、ふつうボランティアグループや自主的
な活動を展開する市民活動団体などの非営利団体
を言う。その役割は、行政や企業には向かない公
共的公益的な社会サービスを市民自らが創造し提
供することであり、さらに制度や政策づくりにも
関わるから、市民の「思い」を「かたち」にする
新しい社会システムである。
NPOは、構成員 1人 1人の自発的な社会参加を
もとにそれぞれの価値感によって行動するから、
行政のように公平性や政策の一貫性にしばられる
ことはない。また企業のように利益や、効率とい
った物差しに左右されることもないから、より機
動的に動ける強みがある。

（3）経営の 5 要素：従来の経営では、ヒト、モノ、
カネを 3つの基本としたが、さらに情報と時間が
大きな意味を持つようになった。ミュージアムは
情報発信源として重要であり、産業支援型NPOは
ミュージアムの新しい動きを通じて、産業の振興
や地域活性につながるものといえる。

このような理念をもったNPO法人「企業ミュー
ジアムの協会」は、「文化・教育・生活に向上の輪
を」をスローガンとして、「①生涯学習、②子供の
健全育成（総合学習）、③地域文化の振興に貢献す
ること」を目指して活動を行っている。

（4）事例に見るNPOを生かしたミュージアムの運営
例：
「おまけやZUNZO」グリコのおまけデザイナー
であった宮本順三氏の個人的なおもちゃミュージ
アムから、企業ミュージアムへと脱皮を図ったが、
これに際し、固定資産は個人のものとして確保し、
マネージメントはNPOに任せるとの形式をとっ
た。
「関西フィルハーモニー管弦楽団」 1企業のメセ
ナのによる運営から、資金、労働力ともボランテ
ィア活動によって成り立つNPOへと組織変えされ
た。
「紙の博物館」ショップのグッズとして好評な

“紙すきくん”は、牛乳パックを再利用して、紙を
作るセットだが、これはすべてボランティアの手
作りによるものである。
「キッズプラザ大阪」ボランティアを組織的に活
用し、各コーナーの運営一切をボランティア200
人にまかせている。
「司馬遼太郎記念館」および「大阪企業家ミュー
ジアム」ボランティアの個性と持ち味を館運営に
組み込む。「司馬良太郎記念館」は東大阪市がボラ
ンティアの管理をしているが、記念館の運営は殆
ど司馬遼太郎作品に熱心なボランティアに支えら
れている。「大阪市企業家ミュージアム」は大阪商
工会議所に所属するミュージアムで、大阪の企業
家105人の展示を行っている。このミュージアム
の活動には、各企業の出身者がボランティアとし
て参加して、個人の経験を生かした活躍をしてい
る。

（5）NPOの日本におけるこれからの展開：税制の問
題は極めて重大で、日本のNPOの成否の帰趨がか
かっている。現在日本では、NPOへの寄付行為に
対する税制の優遇の特典は全くないのが現状。
NPOの存立基盤として、税制の問題は大きい。

亀田氏（左）と井上氏（右） 会場の様子
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（6）まとめ：今やヒトの心を重視する時代となった。
ミュージアムは人の心を満たし、啓発するもので
あり、今の時代に最もマッチした文化施設である
と言える。ここは情報を提供するのみならず、顧
客からの情報が集まる場でもある。このような新
しいミュージアムの運営に、個人の善意のもとに
活動するNPOの働きは大いに期待されるものであ
る。

質疑応答：亀田氏の講演に対し次のような質問や
意見があり、参加者の中で議論がなされた。その話
題の主なものには、次のようなものがあった。
・行政や企業が博物館経営に向いていないと言われ
たが、具体的にどういうことか。
・博物館経営にNPOが加わるメリットは何か。
・民間の力を博物館経営に導入することで、刺激や
感動が生まれるとの指摘があったが、これではミ
ュージアムがアミューズメント的に偏り過ぎない
だろうか。
・NPOと公立博物館の関わりにおいて、行政はNPO
を安い労働力ととらえるのではないか心配だが、
今後どのような方向に向かうのか。
・自治体や国が意図したNPOに、職員が出向する例
があるが、そのようなNPOが博物館運営に関わっ
た場合、短期的に見れば効果的だろうが、長期的
に見た場合どのようになるだろうか。
・博物館経営にNPOを導入した場合の失敗例はある
だろうか。
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利用者からのミュージアム概念
平成15年度のソフトサービス研究部会は、①利用

者の視点からミュージアム活動に焦点をあてること
により新たなミュージアム概念を提示すること、②
新たなミュージアム概念から波及する地域づくりや
ブランドづくりの基盤となるマネジメントを創造す
るということを目的に、近畿支部及びミュージアム
文化研究部部会と共同で、フィールドワークを中心
とした研究部会を展開してきた。

1 ．みんなの博物館とミュージアム・マネジメント
（1）問題意識
近畿支部との合同開催で、 8月23日（土）に乃村

工藝社　大阪本社において、「みんなの博物館とミュ
ージアム・マネジメント―奈良町（NPOのまちづく
り）を参考に新しい博物館概念についてみんなで考
えよう―」という合同シンポジウムを開催した。
シンポジウム開催にあたっての問題意識について

ふれておこう。
近年、公的な博物館の世界では、国立の博物館や

文化施設が独立行政法人化への移行するに伴い、「評
価基準」や「あるべきミュージアム像」を模索する
試みが関心を集めており、あらためて博物館経営や
博物館学の再構築が求められている。しかし、これ
までの博物館学や公的博物館からの理解だけでは、
とらえきれないような新しい動きも起きはじめてい
る。
たとえば、JMMA第 8回大会のシンポジウムでも
提起されたようにインターネットショッピングの「楽
天市場」や「たそがれ清兵衛の広告」は、ミュージ
アム概念を視野につくられており、八王子市の「ネ
イチャーセンター長池」のように市民が学芸員や館
長になって運営するミュージアムも登場しはじめて
いる。
このような現実を視野にいれたとき、ミュージア

ムは、法的規制や館の展示、そこだけの教育普及活
動ではとらえられなくなっており、「みんなの博物
館」といわれる時代が到来している。
「みんなの博物館」というミュージアム概念を想定
するなら、公的博物館を土台に構築されてきた博物
館学や博物館の経営評価、博物館の基準に代わる、
利用者からの視点からの「みんなの博物館」という
新しいマネジメントモデルを構築することが求めら
れてくる。
そこで、このシンポジウムでは、いままで議論を

する際にすでに前提条件で組み立てられてきた、素
朴な疑問（「博物館とミュージアム」「経営管理とマ
ネジメント」「博物館と社会「教育と学習」「サービ
スとは何か」について、実践家と理論家をまじえ、
理論創造のための意見交換を行った。

（2）基調講演
シンポジウムのプログラムは、JMMA副会長　諸
岡博熊氏による「みんなの博物館―21世紀の博物館
概念とミュージアム・マネジメント―」、NPO政策
研究所木原勝彬から「持続可能な地域づくりのすす
め―奈良町の経験から―」という 2本の基調講演を
受けて、「みんなの博物館とミュージアム・マネジメ
ント」というテーマで、JMMA 副会長　諸岡博熊、
NPO政策研究所長木原勝彬、JMMA近畿支部長　桝
井喜孝、JMMA幹事　塚原正彦によるパネルディス
カッションが予定されていた。
残念ながら、当日基調講演を予定していた諸岡氏

が急病により参加できず、桝井支部長が諸岡氏に代
わって、原稿を代読することとなった。
諸岡氏の講演は、7月に発刊された最新著作『み

んなの博物館』（日本地域社会研究所）を中心に、市
民参画・民営化時代の開かれた博物館のあり方につ
いての問題提起を中心としたものであった。氏は、
日本の博物館の現状について、制度と装置の画一化
されたシステムで運営されており、それを変えよう
とする議論が少ないと分析したうえで、「みんなの博
物館」という新たな概念規定の必要性を提起した。
そのうえで、人びとがあつまる博物館、利用者中

心の社会博物館の現状と課題、ボランティアの活用、
マーケティングの戦略、サービスの手法、運営組織
の見直しと人材の育成、エデュテインメント（楽習）、
新しい展示手法（オーラルヒストリー）、大阪万博に
学ぶマネジメント・ミュージアムなど、博物館概念
の拡大と人間性回復の博物館運営についての具体的
なノウハウについて詳細な言及がなされた。
木原氏の講演では、はじめに、ミュージアムとし

てのまちづくりを起動させ成果をあげた「奈良町の
まちづくり」の経験が紹介された。奈良町の経験か
ら、ミュージアム活動を起動させるためには、地域・
コミュニティレベルにおけるNPO活動と行政活動、
及び企業活動それぞれの関係領域における政策研究
と形成、各セクターを超えた政策研究コミュニティ
を形成することの重要性が指摘された。

研究部会報告

ソフトサービス

研究部会

第2・3回研究会

テーマ：みんなの博物館とミュージアム・マネージメント／地域利用者のコミュニケーションとミ
ュージアム文化の創造―みんなで提案する伊香保温泉ミュージアム・プロジェクト―

日　時：平成15年 8 月23日／平成15年11月15・16日
場　所：乃村工藝社大阪本社／伊香保温泉
基調講演：諸岡博熊氏（JMMA副会長）、木原勝彬氏（NPO政策研究所長）（第2回）
提案者：松本侑起氏（伊香保温泉松本楼）（第 3回）
報告者：塚原　正彦
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（3）研究課題
以上 2本の基調講演を受けて、会場をまじえてパ
ネルディスカッションが行われた。「みんなの博物
館」という枠組みから提起されているいくつかのプ
ロジェクトのねらいとそれが構築されるまでの試行
錯誤（たとえば、「鳥取県大山ミュージアム」「つく
ばミュージアム都市構想」など）が紹介され、構想
はつくられけれども、それが具体的な成果に結びつ
いていかないマネジメントの困難さが問題提起され、
問題解決のために構築しなかればならない理論的問
題についての検討が行われた。
今後の研究課題としては、①博物館法や行政の枠
組みにとわれない運営主体としてのNPOの位置づ
け、②NPOを主役に据えた新しいミュージアム・マ
ネジメントの創造、③ミュージアム・コンテンツに
視点をあてたの理論創造の必要性、④地域資源をコ
ーディナイトしていくミュージアムプロデューサー
の必要性が指摘された。

2 ．地域・利用者のコミュニケーションとミュージ
アム文化の創造
―みんなで提案する伊香保温泉ミュージアム・
プロジェクト―

（1）問題意識
ミュージアム文化研究部会、事業戦略研究部会と
の合同開催で、11月15日（土）、16日（日）の 2 日
間、群馬県伊香保温泉において「地域・利用者との
コミュニケーションとミュージアム文化の創造」と
いうフィールド調査及び合同研究会を開催した。
フィールド調査、研究会の問題意識を述べると次
のようになる。
今日、観光の形態が大きく変わっている。団体客
を対象にした宴会プランを中心に組み立ててきた観
光地は、苦戦を強いられているその一方で、湯布院
や黒川温泉など、地域が一丸になって、顧客サービ
スに取り組み、知や文化的満足を創り出そうとして
いる観光地は、驚異の成果をあげている。
観光のキーワードは、「団体→個人」「集客→リピ
ート誘導」「イベント→文化」に変容しており、「ミ
ュージアム概念による地域づくり」「ミュージアム・
マネジメント」による取り組みこそが求められてい
る。
そのような時代の流れの中で、「熱海」に次ぐ温泉
観光地であった「伊香保温泉」は苦境にたたされて
いるものの、再生への胎動が着実に起きはじめている。
「伊香保温泉松本楼」の若女将で、「洋風旅館ぴの
ん」の創業でめざましい成果をあげている松本由起
氏を筆頭に、若手女性経営者と行政のコレボレーシ
ョンが起ちあがりはじめており、伊香保らしさを活
かした伊香保ブランドづくり、伊香保のリピーター
育成を目指した「ミュージアム概念による地域づく
り」がスタートしている。
今回の合同研究会では、伊香保を舞台に、地域や

ビジターとのコミュニケーションに視点をあて、「地
域まるごとミュージアム」の可能性と展開のための
課題を探ることを目的にしたものである。

（2）研究会の概要
「伊香保温泉をまるごとミュージアム」というコン
セプトで取り組んでいる民間、行政による各種のミ
ュージアム・プロジェクトを実際に視察し、ミュー
ジアムとしての伊香保づくりに取り組む人々と意見
交換を行った。
15日の午後は、フィールドを舞台に行った研究会

では、伊香保町から、松本由起（松本楼若女将）、関
靖（伊香保町役場）千明和子（伊香保町旅館組合婦
人部長）、野本京子（地域観光ジャーナリスト）が参
加され、これまで実施してきた手づくりプロジェク
ト、「旅館の美術館プロジェクト」、「総合的学習の時
間を活用した中学生による地域資源の発掘プロジュ
クト」「空き店舗のミュージアム的な活用」などの成
果と課題について、現地で実際のサービス活動にふ
れながら、その報告が行われた。
15日の夜は 5 時間にわたり、洋風旅館「ぴのん」

のレストラン「夢見亭」において、「伊香保まるごと
ミュージアム」を糸口に、「地域まるごとミュージア
ム」の理論的な可能性を探るとともに、伊香保がこ
れまで展開してきた一連のミュージアム・プロジェ
クトを検証しながら、参加者全員で、知恵を持ち寄
り、伊香保を元気にする「ミュージアム・プロジェ
クト」についてアイデア提供を行った。
16日の午前中は、「ミュージアム資源とコンテン

ツ」「回遊性の景観とイメージづくり」「利用者サー
ビス」という研究テーマに別れ、伊香保の住民をま
じえながら、「伊香保のミュージアムづくりに関する
評価と未来戦略」について検討し、検討結果につい
ての報告会を行った。

（3）研究課題
「伊香保ミュージアム・プロジェクト」の評価と今
後の提案については、会報で改めて紹介することに
する。2日間をとおして得ることのできた問題点と
しては、次の課題をあげることができる。

ミュージアム資源の活用方法
「みんなの博物館」という枠組みにおいて、ミュ
ージアム資源とは、地域にある博物館がそのもの
ではなく、地域に存在する人、モノ、サービス、
歴史、文化、自然など森羅万象のすべてを含む存
在である。地域に散在する多様な資源を結びつけ
て、感動を創造する作業がミュージアム活動であ
る。
これまでの観光は、集客に偏重し、話題性のあ

るテーマや一過性のイベントに終始してきたきら
いがある。それを脱却するためにも、地域の資源
を評価し、それを意味のある感動に生まれかわら

1
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すことのできる方法論を研究開発していく必要が
ある。

ミュージアム活動そのものが成果―失敗から学ぶ
ミュージアム活動に完成はない。それは、つね

に変化し、限りない成長を続けるものである。そ
れは、市民が集い、ミュージアム資源をつくりだ
していくダイナミズムである。
ミュージアム活動は、市民参画でつくられるも

のである以上、最初から完璧なものをうみだして
いくことは難しい。当初は失敗することもあるか
もしれない。しかし、その失敗から学び活動を持
続ささえることが重要で、失敗に学ぶこともまた
大きな成長の糧になる。

若手経営者と学校教育がリードする伊香保の活力
若女将を中心に、それを行政がサポートし、さ

らには総合的な学習の時間を活用して成果をあげ
ている伊香保の取り組みは、ミュージアム活動と
しては途上ではあるが、活力があり、今後のさら
なる飛躍が期待できる。

2

3
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平成15年度の「研究部会」及び「支部会」の研究
発表活動を一覧表にまとめた。
現在、JMMAには 7つの研究部会と 6つの支部会
があり、それぞれの部会をベースに毎年活発な研究
会が実施されている。

JMMAのこうした研究活動は、会員の資質向上や
会員間の交流に寄与するだけでなく、ミュージアム
文化全体を底上げする力にもなることから、平成16
年度も、15年度以上に活発な活動をお願いしたい。

（事務局：高橋信裕　記）

平成15年度（2003）における研究部会・支部会報告

平成15年度研究部会活動報告

テ　　　　　　ー　　　　　マ

テ　　　　　　ー　　　　　マ

開催日と開催場所

開催日と開催場所

備　　　考

備　　　考

15年 5 月17日（土）
立教大学

15年 9 月20日（土）
仙台市戦災復興記念館

15年10月31日（金）
仙台サンプラザ

15年10月 1 日（水）
千葉県立美術館
15年11月15日（土）～16日
（日）
15年 8 月23日（土）
大阪歴史博物館
15年 9 月20日（土）～ 9 月21日（日）
新居浜市別子山　「ゆらぎの森」

ソフトサービス研究部
会と合同開催

東北デジタルアーカイブ研究会、東北
マルチメディア・アプリケーション技
術開発推進協議会、アート・ドキュメ
ンテーション研究会等と合同開催

千葉県立美術館、博物館協議会
博物館評価研究会と合同開催
ミュージアム文化、ソフトサ
ービス研究部会と合同開催
ソフトサービス研究部
会と合同開催

光フォーラムと合同開
催
光フォーラムと合同開
催
ソフトサービス研究部会
関東支部会と合同開催

事業戦略研究部会と合
同開催

理論構築研究部会と合
同開催
ミュージアム文化研究
部会と合同開催

近畿支部会と合同開催

ミュージアム文化研究
部会関東支部会と合同
開催

ミュージアムショップ
研究部会と合同開催

教育・コミュニケーシ
ョン研究部会と合同開
催

15年 6 月15日（日）
日本科学未来館
15年 7 月21日（月）
日本科学未来館
15年11月15日（土）～16日（日）
伊香保温泉　洋風旅館
「ぴのん」
15年 5 月17日（土）
立教大学
15年10月13日（土）
お茶の水女子大学
15年11月22日（土）
お茶の水女子大学
16年 2 月14日（土）
お茶の水女子大学
15年 5 月17日（土）
立教大学
15年 7 月 5 日（土）
科学技術館
15年 5 月17日（土）
立教大学
15年 5 月17日（土）
立教大学
15年 8 月23日（土）
乃村工藝社大阪本社

15年11月15日（土）～16日（日）
伊香保温泉　洋風旅館
「ぴのん」

15年 5 月17日（土）
立教大学

15年 5 月17日（土）
立教大学

支 部 会

ミュージアム文化
研究部会

東北支部会

関東支部会

近畿支部会

中四国支部会

制度問題研究
部会

理論構築研究
部会

事業戦略研究
部会
ソフトサービ
ス研究部会

教育・コミュ
ニケーション
研究部会

ミュージアム
ショップ研究
部会

「コンピュータ･ゲームミュージアム化の可能性を探る」

平成15年度総会

デジタルアーカイブをどう活かす～これからのミューアム情報発信～

「海外と日本の国公立博物館の経営と評価」

「地域・利用者のコミュニケーションとミュージアム文化の創造みんなで提案する伊
香保温泉ミュージアム・プロジェクト」
「みんなの博物館とミュージアム･マネジメント－奈良町（NPOのまちづくり）を参考
に新しい博物館概念についてみんなで考えよう－」
支部設立研究会
「コミュニケーションを創造するミュージアム地域資源を活かした「出会い」の爆発」

「森」

「光」

「地域・利用者のコミュニケーションとミュージアム文化の創造みんなで提案する伊
香保温泉ミュージアム・プロジェクト」

「ミュージアムにおける人材を考える」

「博物館が生き抜くための術　～イギリスの博物館における教育とマーケティング～」

「NPOと博物館」

「博物館経営の実際」

「美術館・博物館のミッションをめぐるエトセトラ―コミュニケーション・ポリシー
とコレクション・マネージメントの日米事情―」
「美術館・博物館における調査・研究のマネージメント」

「美術館・博物館のミッションをめぐるエトセトラ―コミュニケーション・ポリシー
とコレクション・マネージメントの日米事情―」

「コンピュータ･ゲームミュージアム化の可能性を探る」

「みんなの博物館とミュージアム・マネジメント―奈良町（NPOもまちづくり）を参
考に新しい博物館概念についてみんなで考えよう―」

「地域・利用者のコミュニケーションとミュージアム文化の創造みんなで提案する伊
香保温泉ミュージアム・プロジェクト」
「博物館同士のコミュニケーション」

「博物館同士のコミュニケーション」
「ミュージアムショップにおける教育グッズ展開の可能性～次世代型ユージアムショ
ップに期待される姿と可能性を考える～」

「博物館同士のコミュニケーション」
「ミュージアムショップにおける教育グッズ展開の可能性～次世代型ユージアムショ
ップに期待される姿と可能性を考える～」

平成１５年度支部会活動報告

研究部会
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新 刊 紹 介

会
と
の
関
わ
り
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
目
的
や
使
命

を
も
ち
な
が
ら
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
が
画
一
的
に
提
供

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
や
需
要
に
見
合
っ
た
活
用
法

が
図
ら
れ
て
い
な
い
現
状
に
疑
念
を
も
ち
、
よ
り
利
用

者
の
求
め
に
応
じ
た
「
博
物
館
像
」
を
実
現
す
る
た
め

に
、
機
能
分
け
（
分
節
化
）
を
主
張
し
、
同
時
に
地
域

住
民
と
の
協
働
に
よ
る
運
営
体
制
の
構
築
を
唱
え
る
。

本
書
で
提
唱
さ
れ
る
「
地
域
博
物
館
学
」
は
、
博
物

館
と
地
域
課
題
と
の
関
係
を
実
際
の
博
物
館
史
を
通
し

て
実
証
し
よ
う
と
す
る
「
地
域
博
物
館
史
論
」
と
、
博

物
館
活
動
を
組
織
の
構
造
や
体
制
の
強
化
、
充
実
面
か

ら
取
り
組
む
べ
き
だ
と
し
た
「
地
域
博
物
館
構
造
論
」

の
2
つ
の
視
点
か
ら
ま
と
め
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る

が
、
博
物
館
関
係
者
（
学
芸
員
）
や
学
生
な
ど
の
「
入

門
書
」
と
し
て
の
利
用
も
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て

い
る
。

「
博
物
館
」
の
分
節
化
と
「
博
物
館
」
の
主
体
者
を

地
域
住
民
に
求
め
る
こ
と
で
、
筆
者
の
「
博
物
館
学
」

は
「
地
域
」
に
集
約
さ
れ
、
こ
の
一
種
の
博
物
館
再
生

運
動
と
も
い
え
る
考
え
方
は
「
地
域
博
物
館
学
」
と
し

て
、
筆
者
が
勤
め
た
千
葉
県
野
田
市
郷
土
博
物
館
で
の

学
芸
員
実
務
経
験
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
実
証
さ
れ

て
い
る
。

「
鶴
田
博
物
館
学
入
門
」
か
ら
約
50
年
を
経
た
今
、

「
金
山
博
物
館
学
入
門
」
が
、
先
達
の
鶴
田
総
一
郎
氏

が
教
鞭
を
執
っ
た
同
じ
大
学
で
、
ひ
も
解
か
れ
、
講
義

さ
れ
る
様
子
を
想
像
す
る
だ
け
で
も
、「
博
物
館
」
が

お
か
れ
て
い
る
時
代
環
境
の
違
い
と
時
の
大
き
な
流
れ

を
感
じ
さ
せ
る
。

（
文
責
　
J
M
M
A
事
務
局
　
高
橋
信
裕
）

新
し
く
編
ま
れ
た
『
博
物
館
学
入
門
』
は
、
こ
う
し

た
先
達
た
ち
の
「
博
物
館
学
」
に
対
し
て
新
た
な
テ
ー

ゼ
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
「
博
物
館
学
」
は
、

博
物
館
の
解
釈
論
議
に
軸
足
が
お
か
れ
て
お
り
、
同
時

代
を
生
き
る
人
々
の
問
題
解
決
に
貢
献
、
寄
与
で
き
る

も
の
と
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
現
状
を
自
ら
18
年
間

務
め
上
げ
て
き
た
地
域
博
物
館
の
学
芸
員
の
経
験
か
ら

説
き
明
か
し
て
お
り
、
今
日
の
「
博
物
館
学
」
は
「
博

物
館
」
か
ら
見
え
て
く
る
現
実
の
変
化
を
、
し
っ
か
り

と
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

す
な
わ
ち
、
経
済
的
な
停
滞
に
起
因
す
る
心
理
不
安

が
、
学
ぶ
意
欲
を
削
ぎ
落
と
し
て
お
り
、「
学
び
」
意

欲
の
低
下
は
、
種
々
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
大
き
な

障
害
と
な
り
、「
学
び
」
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
と

構
築
こ
そ
が
社
会
の
活
性
化
を
促
す
と
い
う
こ
と
。
ま

た
、
そ
の
「
学
び
」
意
欲
を
再
興
、
再
生
す
る
に
は
、

地
域
の
経
済
を
活
性
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
地
域

活
力
の
閉
塞
状
況
を
打
破
す
る
社
会
的
な
公
器
と
し
て

「
博
物
館
」
が
機
能
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
考
え
か

ら
、
本
書
が
説
く
主
要
な
テ
ー
マ
が
「
博
物
館
の
社
会

性
と
現
代
的
な
視
座
に
立
つ
博
物
館
学
の
あ
り
方
を
再

構
築
す
る
こ
と
」（「
序
―
な
ぜ<

地
域
博
物
館
学>

な
の

か
」
よ
り
）
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
の
主

張
は
、
現
代
社
会
が
当
面
す
る
現
実
の
課
題
に
対
し
て

改
革
や
解
決
の
力
と
な
り
得
な
い
「
博
物
館
」
は
、
社

会
性
を
備
え
て
い
な
い
、
と
い
う
事
で
あ
り
、
成
果
や

効
果
が
顕
在
化
し
た
形
で
、
市
民
社
会
の
中
で
評
価
さ

れ
る
活
動
こ
そ
が
、
今
最
も
「
博
物
館
」
や
「
博
物
館

学
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
の
上
で
、
著
者
は
現
在
の
「
博
物
館
」
の
市
民
や
社

「
―
地
域
博
物
館
学
の
提
唱
―
　

博
物
館
学
入
門
」

金
山
　
喜
昭

著

発
　
　
行：
慶
友
社

本
体
価
格：
（
本
体
2
、
8
0
0
円
＋
税
）

I
S
B
N：

4
―

8
7
4
4
9
―

2
3
4
―

7

メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
に
付
け
ら
れ
た『
博
物
館
学
入
門
』

と
同
名
の
書
は
、
1
9
5
6
年
（
昭
和
和
31
年
）
に

「
日
本
博
物
館
協
会
編
」
と
し
て
上
梓
さ
れ
て
お
り
、

今
日
で
は
博
物
館
関
連
図
書
の
名
著
の
一
つ
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
50
年
を
経
た
今
、
一

人
の
博
物
館
学
者
に
よ
っ
て
同
名
の
本
書
が
出
版
さ
れ

た
。
そ
の
著
者
が
、
法
政
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
る

こ
と
に
、
縁
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
日
本
博
物

館
協
会
編
の
『
博
物
館
学
入
門
』
は
、
当
時
同
協
会
の

理
事
で
、
後
年
法
政
大
学
で
博
物
館
学
の
講
座
を
指
導

し
た
鶴
田
総
一
郎
氏
が
中
心
に
な
っ
て
編
ま
れ
た
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。

支 部会だより
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の
・
金
・
シ
ス
テ
ム
等
の
面
か
ら
論
じ
て
お
り
興
味
あ

る
示
唆
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
第
七
章
は
こ
こ
そ
こ
で

関
心
と
話
題
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
評
価
論
を
事
例
と

と
も
に
展
開
し
て
い
る
。
も
と
も
と
著
者
は
、
行
政
側

の
管
理
手
法
で
あ
る
事
務
事
業
評
価
の
導
入
時
か
ら
の

理
論
構
築
の
立
役
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て

は
別
に
「
自
治
体
再
生
戦
略
」
の
共
著
が
あ
る
。

こ
こ
ま
で
読
み
進
ん
で
く
る
と
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
再

生
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
方
々
は
一
体
ど
こ

か
ら
、
ど
の
よ
う
に
挑
戦
し
た
ら
よ
い
か
息
が
つ
ま
り

そ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
か
、
最

終
章
に
は
改
革
の
メ
ニ
ュ
ー
の
項
が
用
意
さ
れ
て
い

る
。
曰
く
、「
志
は
高
く
、
洞
察
は
深
く
も
つ
。
し
か

し
目
の
前
の
課
題
か
ら
は
目
を
そ
ら
さ
ず
、
き
ち
ん
と

こ
な
し
て
行
く
。
そ
の
中
に
大
局
観
を
織
り
込
ん
で
行

っ
て
こ
そ
道
は
開
け
る
。
す
な
わ
ち
着
眼
大
局
、
着
手

小
局
で
あ
る
。」
と
言
う
。
何
が
大
局
で
あ
り
、
小
局

と
は
何
か
は
本
書
を
手
に
し
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

著
者
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
は
海
外
や
先
進
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
の
例
を
真
似
て
い
て
も
よ
か
っ
た
か
も
知

れ
な
い
が
、
今
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が

独
自
の
創
造
性
の
発
揮
を
求
め
ら
れ
る
時
代
で
あ
る
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
危
機
が
言
わ
れ
る
が
、
問
題
は
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム
の
容
れ
物
に
あ
る
の
で
な
く
、中
身
に
あ
る
。

そ
の
中
身
を
生
か
す
た
め
の
経
営
の
問
題
を
解
く
責
任

が
わ
れ
わ
れ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
い
て
は

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
支
え
、
必
要
と
し
て
い
る
社
会
や
市

民
の
側
に
も
そ
の
責
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

博
物
館
実
務
面
に
も
理
解
あ
る
共
著
者
稲
葉
郁
子
氏

と
の
連
携
も
見
事
で
あ
り
、
本
来
な
ら
学
会
の
使
命
の

一
つ
で
あ
る
社
会
へ
の
提
言
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
な

含
蓄
あ
る
啓
蒙
の
書
で
あ
る
。（

文
責
　
原
　
秀
太
郎
）

ュ
ー
ジ
ア
ム
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
か
ら
は
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
が
都
市
を
変
え
て
い
く
時
代
で
あ
る
。

ま
た
か
っ
て
は
、
経
済
が
主
体
で
稼
ぎ
、
文
化
は
出

費
の
対
象
で
あ
っ
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
お
金
を
超
越

し
た
存
在
で
あ
り
え
た
が
、も
う
そ
の
時
代
は
終
わ
り
、

文
化
と
経
済
が
共
生
す
る
時
代
に
変
わ
っ
て
き
た
と
言

う
。ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
の
経
済
価
値
を
3
段
階
の
レ
ベ
ル
で

分
析
し
て
い
る
。
第
1
段
階
は
入
館
料
な
ど
博
物
館
単

体
の
収
支
で
あ
る
。
第
2
段
階
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
所

在
す
る
都
市
へ
の
来
訪
者
と
か
納
入
業
者
へ
落
と
す
お

金
に
係
る
地
元
経
済
効
果
。
第
3
段
階
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
か
ら
生
ま
れ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
ハ
イ
テ
ク
な
ど
の

知
的
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
産
業
を
創
造
し
、
都
市
全
体

の
経
済
効
果
を
生
ん
で
い
く
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
金
喰

い
虫
で
あ
る
な
ど
と
決
め
つ
け
ず
に
、
芸
術
文
化
と
都

市
経
済
の
創
造
性
に
着
目
し
た
都
市
再
生
論
を
展
開
さ

せ
て
い
る
。

第
二
・
三
章
に
お
い
て
、
金
融
経
済
の
中
心
都
市
で

あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
事
例
に
捉
え
て
都
市
再
生
の

仕
組
み
を
具
体
的
に
例
示
し
て
い
る
。
第
四
章
で
は
然

ら
ば
わ
が
国
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
ど
う
か
を
そ
の
量
と

質
の
上
か
ら
現
状
評
価
す
る
。
今
、
日
本
の
政
治
経
済

が
大
変
革
期
の
中
に
あ
つ
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
未
だ

か
っ
て
な
い
危
機
乃
至
は
改
革
期
に
直
面
し
て
い
て
、

可
視
的
に
も
、
水
面
下
で
も
幾
多
の
難
し
い
課
題
を
抱

え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
五
･
六
章
で
、
そ
の
課
題
へ
の
挑
戦
の
処
方
と
も

言
う
べ
き
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ト
と
経
営
の
本
質
論
が
続

く
。
産
業
分
類
の
観
点
か
ら
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
デ

パ
ー
ト
や
ホ
テ
ル
の
よ
う
な
装
置
産
業
に
類
し
、
流
行

に
依
存
す
る
フ
ァ
シ
ョ
ン
系
の
産
業
で
あ
り
、
カ
ス
ト

マ
ー
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
一
致
し
な
い
メ
デ
ィ
ア
産
業

で
あ
り
、
そ
し
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
事
業
で
も
あ
る
。
か

く
も
難
し
い
産
業
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
い
っ
た
い
誰

が
ど
う
や
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
、
ひ
と
・
も

「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
都
市
を
再
生
す
る
―

経
営
と
評
価
の
実
践
」

上
山
　
信
一
・
稲
葉
　
郁
子
著

発
　
　
行：
日
本
経
済
新
聞
社
刊

本
体
価
格：
（
本
体
2
、
0
0
0
円
＋
税
）

I
S
B
N：

4
―

5
3
2
―

3
1
0
9
2
―

X

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
書
名
に
冠
し
た
本
が
続
け
て
刊
行

さ
れ
て
い
る
。「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
思
想
」
宮
松
秀
治

著
（
白
水
社
）、「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
政
治
学
」
溝
上
智

恵
子
著
（
東
海
大
学
出
版
）、
そ
し
て
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
が
都
市
を
再
生
す
る
―
経
営
と
評
価
の
実
践
」
で
あ

る
。
著
者
の
一
人
、
上
山
　
信
一
氏
は
本
学
会
会
員
で

も
あ
り
、
先
般
、
理
論
構
築
研
究
部
会
に
お
い
て
、
ま

た
関
東
支
部
・
千
葉
県
立
博
物
館
美
術
館
協
議
会
共
催

の
研
究
会
に
お
い
て
も
講
演
を
お
願
い
し
た
顔
な
じ
み

で
も
あ
る
。

こ
の
本
は
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

と
都
市
の
関
係
を
経
営
論
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
た
も

の
で
あ
る
。

町
づ
く
り
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
文
化
か
ら
取
り
上
げ

た
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
都
市
の
中
に
ミ
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●NPO法人「企業ミュージアムの協会」からのお知らせです。当協会は、JMMA会員の亀田訓生氏が理
事長を努める団体で、“文化・教育・生活に向上の輪を”をスローガンに、①生涯学習、②子どもの健
全育成、③地域文化の振興に貢献することを目指し、設立以来さまざまな取り組みを行ってきていま
す。本年が協会発足後、5周年に当たり、その記念事業として以下の企画が計画されています。

Ⅰ．発足5周年記念「企業ミュージアム人気グッズコンテスト入賞品特別展」実現のためのアイデア募
集！

「企業ミュージアム人気グッズコンテスト」は2001年にはじめて以来、各方面からご好評をいただい
ているものです。第 1回から第 3回の入賞グッズ34点と関連資料（説明書・各館案内書・選定記録・写
真・ビデオ・ポスター・新聞雑誌放送資料等）を一堂に集めた記念特別展『入賞グッズ記念特別展』を、
東京を中心とした首都圏、大阪を中心とした近畿圏、名古屋を中心とした中部圏において開催するた
め、その開催を実現する具体的アイデアを広く公募いたします。
<応募資格> どなたでも応募できます。個人、法人（企業ミュージアム、公共（私）施設・諸機関、会

社など）を問いません。
<応募締め切り> 2004年 4 月10日
<応募用紙> 紙（記録用紙、ハガキ、便箋など自由）に記載して、郵送、FAX 、宅配便にてお送り下

さい。（但し、Eメールでの受付は、整理の都合上致しておりません）
<応募要領> ご記入いただく項目内容。

開催場所
開催主体者（社）
展示期間（原則1週間とします）
開催目的
関連企画・行事など
当協会では入賞グッズ全34点（別紙参照）と表彰状、表彰盾、関連資料、写真、表彰式収録VTR
等の現物の貸し出しのみの提供をいたします。
経費負担者（社）、凡その経費総額
運営者
動員、告知方法
記念特別展開催期限2004年 4 月10日～2004年12月31日

<入選特典> 応募されたアイデアのうち、3点以上を採用いたします。その各々に表彰状と記念品とガ
イドブック『企業ミュージアム』（第 7版）および表彰記念写真を贈呈。

<表　　彰> アイデア入選者には、そのアイデアが生かされ、実施された記念特別展「入賞グッズ特別

●土屋周三会員（小樽市博物館館長）、ニュージーランド・オーダー・メリット勲章を受章

JMMA会員（理事／北海道支部長）で小樽市博物館館長の土屋周三氏がニュージーランド・オー
ダー・メリット勲章を受章されました。メリット勲章は、文化に貢献された人々を対象として設けられ
ているもので日本人では6人目、日本の博物館関係者では初めての受章です。
土屋氏は、1990年より同国における日本関係資料の調査に関わり、「ニュージーランドと日本との文

化的交流に対する貢献」を評価されての受章となりました。
小樽市は、ニュージーランドの主要都市ダニーデン市と姉妹都市の関係にあり、ダニーデン市の博物
館、美術館、大学等に数多くの日本関連の資料が収蔵されていたことから、その調査依頼があり1990年
を皮切りに、これまで10度の調査が行われてきました。国内では東京大学、共立大学、五島美術館、サ
ントリー美術館、日本刀剣美術協会などが協力し、調査団に加わっています。
授与式は4月1日、首都ウェリントンの総督府官邸で行われる予定です。

掲示板

1

2

3
4
5
6

7
8
9
10
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展」の会場において、その開催初日に表彰を行い、理事長から贈賞いたします。
<選定審査> 当協会理事会にて最終審査決定いたします。
<結果発表> 2004年 4 月下旬、ハガキで応募者に通知するとともに報道発表いたします。
<応募送付先および問合せ先>
NPO法人「企業ミュージアムの協会」 事務局　TEL＆FAX06－6872－0969
〒565－0855 吹田市佐竹台 3－ 8－ 3

Ⅱ．企業ミュージアム人気グッズコンテストBEST10賞第4回募集始まる
好評だった第 3回（昨年）に引き続き、第 4回コンテストを開催いたします。第 1回から 3回では、

実にユニークで創意工夫にあふれた作品が選ばれました。今回は当協会の 5 周年にあたることでもあ
り、すぐれたアイデアとともに、一層巾の広い多数の方々の応募を期待しています。
応募は自薦他薦を問わず、どなたでも応募いただけます。もちろん企業関係者やミュージアム関連業
者も応募できます（法人、個人も問いません）。応募方法は、紙（記録用紙、ハガキ、便箋など自由）
に記載して、郵送、FAX、宅配便にてお送り下さい。（但し、Eメールでの受付は致しておりません）。
<募集期間> 2004年 1 月 7 日～ 5月 7日（金）
<応募時記載いただく内容>

応募者のお名前・住所・郵便番号・電話番号・FAX番号
推薦するミュージアムのグッズの名称と販売価格
当該ミュージアム（博物館・美術館・記念館等）の名称
推薦の理由（ユニークさ、アイデアのすぐれているポイント、人気の秘密等）
できればミュージアムグッズ現品を添えて送ってください。但し返却希望の場合は、返却希望と
記入してください。

<結果発表>
当協会理事会最終審査決定後、5月下旬に、入賞者に文書で通知します。
<受賞特典>
・応募企業ミュージアムのうち入賞ベスト10館には、賞状・賞盾・賞金 1万円を各々贈呈する。
・一般応募者のうち、入賞ミュージアムグッズを推薦いただけた方（推薦者多数の場合は1点につき
5名の方を抽選で選定する）には、記念品（ミュージアムグッズ）を贈呈する。

<応募送付先および問合せ先>
Ⅰに同じ。

1
2
3
4
5
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i n f o r m a t i o n
information

◆文献寄贈のお知らせ◆

以下のように文献を寄贈していただきました。（平成16年 1 月 1 日～2月29日）
・「動物観研究　No. 7 」

動物園研究会

◆平成16年度日本ミュージアム・マネージメント学会第9回大会の要項（案）◆

日　　　程：平成16年 5 月15日（土）～16日（日）
大会テーマ：ミュージアム・コミュニケーション
会　　　場：日本科学未来館
プログラム：　
【第 1日目】 5月15日（土）

10：30～12：00 理事会
13：00～13：50 総会・学会賞授与式
14：00～15：20 特別講演　瀬名　秀明氏
15：30～16：00 特別演奏　モンゴル国立民俗音楽団
16：10～18：10 研究部会の開催
18：30～20：00 懇親会

【第 2日目】 5月16日（日）
9：30～11：45 会員研究発表
11：45～12：00 研究部会･支部会報告
12：00～12：10 閉会式
13：00～　　　　アフタヌーンミュジアム

★大会の研究発表者を募集いたします。発表申し込みは 4 月26日（月）までに事務局までお申し込みく
ださい。大会テーマ「ミュージアム・コミュニケーション」を念頭において発表していただきます。
研究発表は、発表人数に制限がございますので、あらかじめ発表要旨を提出していただき、あらため
てこちらから発表をお願いすることになります。お申し込み、お問い合わせは事務局まで。
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i n f o r m a t i o n

information

新規入会者のご紹介

【個人会員】
臼　井　邦　彦　　松本市役所
小　山　晴　美　　The Steyning Museum
野　呂　淳　子
村　田　哲　朗　　郡山女子大学
村　田　章　人　　埼玉県教育委員会　　

【学生会員】
長　田　純　佳　　京都橘女子大学大学院
杉　本　　　豪　　YORK Univ., Master Course

（五十音順・敬称略）

◆年会費納入のお願い◆

会費未納の方は下記口座までお早めに納入くださいますようお願い致します。
請求書・領収書等が必要な方は事務局までご連絡下さい。
なお、個人会員の皆様は、トラブル防止のため、お振込みの際は必ずご登録者のお名前を明記のうえ、
ご入金下さい。

郵便局の場合　　口座番号00160-9-123703
「日本ミュージアム・マネージメント学会」

銀行の場合　　　みずほ銀行　鶯谷支店　普通預金　No.1740890
「日本ミュージアム・マネージメント学会」


